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令和２年小樽市議会第２回定例会 

市  長  提  案  説  明 

 

令和２年第２回定例会の開会に当たり、ただ今上程されました各案件に係る提

案理由の説明に先立ち、一言、申し述べさせていただきます。 

 

まず、この度発生いたしました、本市職員による準公金の私的流用について、

おわびを申し上げます。 

この事案は、市の関係団体である小樽港貿易振興協議会の会計事務を担当して

おりました職員が、その会計処理に当たり私的流用を行っていたものであります。 

当該職員に対しては、懲戒処分を行ったところでありますが、当該職員の行為

はもとより、組織としてのチェック体制の甘さは、行政に対する信頼を著しく損

なうものであり、市民、関係者、そして議員の皆さんに不信を抱かせることとな

りました。 

改めて、深くおわびを申し上げます。 

今後におきましては、会計処理を担当者任せにすることなく、内部管理や点検

確認を徹底し、公金の取扱いに関する適正な管理を図り、二度とこのような事案

が生じないよう、全庁的な再発防止に努めてまいります。 

なお、この度の件につきましては、私といたしましても、責任を感じていると

ころであり、また、副市長も同様の思いでありますことから、私と副市長の給料

について、それぞれ１０分の１を１か月減額する条例案を本定例会に提案させて

いただいておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

さて、新型コロナウイルス対策についてですが、本市ではこれまで、議会の協

力をいただきながら小樽市独自の対策を講じてまいりました。 

対策の第１弾として実施しております、飲食店の家賃を補助する飲食店事業継

続支援事業につきましては、先週までに、４４３件の申請を受け付けており、 

約３，１４０万円の支給決定をしたところであります。 
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また、先の臨時会におきましては、対策の第２弾として、「新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金」、以下「臨時交付金」と略させていただきま

すが、この臨時交付金を活用した、医療体制の整備、経済対策、生活支援策に係

る６事業の補正予算について御審議をいただき、小売業等事業継続支援等の経済

対策事業については、今月１日から申請受付を開始したところであります。 

一方、特別定額給付金につきましては、これまでに全体の９割を超える世帯からの

申請を受け付けており、約５３，０００世帯に約９８億４，６００万円の給付決定を

行ったところであります。 

これに引き続き、本定例会では、本市における新型コロナウイルス感染症対策

の第３弾としまして、臨時交付金を活用した観光需要復興支援、飲食・商店街等

市民応援のほか、教育環境整備や医療機関支援など１４事業を選定し、総額約２

億４，２００万円を予算計上いたしました。 

現在、国の第２次補正予算が審議されており、事業者やひとり親世帯への更な

る支援、医療体制の強化、学生への支援などのほか、臨時交付金の拡充も予定さ

れているところであります。 

これらの国の動きなどを受け、本市においても、新たな感染や感染拡大に備え

つつ、次のステージに向けた施策をスピード感を持って講じていく必要があるも

のと考えております。 

 

それでは、ただ今上程されました各案件について、提案理由の概要を説明申し

上げます。 

 

初めに、議案第１号から議案第３号までの令和２年度各会計補正予算について

説明申し上げます。 

 

まず、議案第１号につきましては、一般会計において、新型コロナウイルス感

染症対策の第３弾の市独自事業といたしまして、国の令和２年度補正予算で創設

された臨時交付金を活用し、緊急事態宣言の解除に伴う経済活動の段階的な回復
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への動きを見据えた「経済対策」として、市内経済を支える中小・小規模事業者

の事業継続を支援するため、飲食店や商店街などにおける市民の皆さんの消費を

喚起する「飲食・商店街等市民応援事業費」、市内の観光関連施設や宿泊施設で

の需要を喚起する「観光需要復興支援事業費」を計上いたしました。 

これらの経済対策につきましては、７月からの実施が予定される、国の観光需

要喚起事業に合わせて、国の事業との相乗効果による政策効果を最大限に図るた

め、早期の事業着手が必要なことから、先議をお願いするものであります。 

次に、議案第２号及び第３号は、一般会計及び介護保険事業特別会計の通常分

の補正予算であります。 

一般会計補正予算の主なものといたしましては、臨時交付金を活用した市独自

事業といたしまして、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに向けた「医療機

関への支援」として、感染症患者のケアに従事した医師や看護師に支給する手当

などを助成する「感染症対応医療機関支援事業費補助金」を計上したほか、「教

育環境の整備」として、国の緊急経済対策における「ＧＩＧＡスクール構想」事

業の前倒しに伴い、令和２年度中に小中学校の全ての児童生徒に一人１台の学習

用端末を整備するため、「教育用端末整備事業費」の増額など、所要の経費を計

上いたしました。 

また、国の補助制度を活用し、新型コロナウイルス感染症の入院患者の医療費

を公費負担する「新型コロナウイルス感染症対策事業費」を計上するとともに、

離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある場合などに、住居確保給

付金を支給する「生活困窮者住居確保給付金支給事業費」につきましては、国の

制度改正により支給要件が緩和され、対象者の増加が見込まれることから、事業

費を増額いたしました。 

そのほか、地域医療に貢献する看護師の育成と市内医療機関の安定的な看護師

確保を図るため、小樽市医師会看護高等専修学校の学生の臨床実習費用を助成す

る「看護師養成施設実習費補助金」などを計上いたしました。 

これらに対する財源といたしましては、国庫支出金、道支出金、寄附金、繰入

金、諸収入を計上いたしました。 
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以上の結果、一般会計における補正額は、５億１，８２５万２，０００円の増

となり、財政規模は、７０７億１，８７１万５，０００円となりました。 

次に、特別会計では、介護保険事業特別会計において、６月に年次改定され

る、国のマイナンバーによる情報連携に対応するため、「介護保険事務処理シス

テム改修事業費」を計上いたしました。 

 

続きまして、議案第４号から議案第１４号までについて説明申し上げます。 

 

議案第４号 特別職に属する職員の給与の特例に関する条例案につきましては、

市長及び副市長の令和２年７月分の給料月額を１０パーセント減額するものであ

ります。 

議案第５号 市税条例の一部を改正する条例案につきましては、地方税法等の

一部改正に伴い、個人の市民税のひとり親控除を新設するとともに、固定資産税

の現所有者の申告の制度化、新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置の新設

等を行うほか、所要の改正を行うものであります。 

議案第６号 手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴

い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するとともに、所要の改正を行うも

のであります。 

議案第７号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案につきましては、基準内閣府令の一部改正

に伴い、改正後の基準内閣府令のとおり適用することにより、連携施設の確保の

緩和を行うとともに、所要の改正を行うものであります。 

議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案につきましては、基準省令の一部改正に伴い、改正後の基準

省令のとおり適用することにより、連携施設の確保の緩和等を行うとともに、所

要の改正を行うものであります。 

議案第９号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
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例の一部を改正する条例案につきましては、基準省令の一部改正に伴い、改正後

の基準省令のとおり適用することにより、放課後児童支援員に認定されるために

必要となる研修の受講機会を拡充するとともに、所要の改正を行うものでありま

す。 

議案第１０号 工事請負契約につきましては、潮見台中学校校舎耐震補強工事

の請負契約を締結するものであります。 

議案第１１号 工事請負契約につきましては、旧緑小学校解体工事の請負契約

を締結するものであります。 

議案第１２号 不動産の取得につきましては、最上２丁目の土地９，４７０．

２７平方メートルを取得するものであります。 

議案第１３号 動産の取得につきましては、ロータリ除雪車を取得するもので

あります。 

議案第１４号 工事請負契約につきましては、重要文化財旧日本郵船株式会社

小樽支店保存修理工事の請負契約を締結するものであります。 

 

以上、概括的に説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 


